






要約 

未熟児網膜症による視覚障害の発生を,東京都在籍児だけについてみると,昭和 49 年以降

かなり減少していることは明らかである。この間,未熟児網膜症以外の原因による視覚障害

は,その発生率に大きな変動はないから,網膜症の発生予防にかなりの改善がみられたと考

えて大過はないと思われる。 

光凝固手術は昭和 45年出生児から普及し始め,最近では網膜症による視覚障害の子どもの

ほとんど全部が,この手術を受けている。 

このような配慮が行き届いてきたにもかかわらず,盲の状態となる子どもの比率は改善さ

れず,さらに,精神遅滞を合併したいわゆる重複障害の比率はきわめて高くなってきている

。今後,このような問題点の解決に努力することが必要である｡ 


